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(57)【要約】
【課題】
カメラをストラップで吊り下げる場合や、カメラの落下
により、ストラップホルダーが地面に衝突した場合など
、様々な方向から様々な力に対応することができ、また
、ストラップホルダーのカメラに対する支持部が小さく
軽く構成されたカメラを提供する。
【解決手段】
上面にトップカバー部と側面にサイドカバー部 と正面
にフロントカバー部と背面にリヤカバー部とを有するカ
メラ筺体と、カメラストラップを接続するためのストラ
ップホルダーを有し、前記ストラップホルダーは前記の
カメラ筺体に固定される際、前記カメラ筺体の上面に垂
直な方向と側面に垂直な方向の２つの方向に固定される
ことを特徴とするカメラを提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
上面にトップカバー部を有し、
側面にサイドカバー部を有し、
正面にフロントカバー部を有し、
背面にリヤカバー部を有するカメラ筺体と、
カメラストラップを接続するためのストラップホルダーを有し、
前記ストラップホルダーは前記カメラの筺体に固定される際、前記カメラ筺体上面に垂直
な方向と前記カメラ筺体側面に垂直な方向の２つの方向に固定される
ことを特徴とするカメラ。
【請求項２】
前記ストラップホルダーは、
前記カメラ筺体上面内側に接触する上面接触部と、
前記カメラ筺体側面内側に接触する側面接触部と、
カメラストラップを接続可能なカメラストラップの接続部を有し、
前記カメラ筺体上面内側に接触する上面接触部と前記カメラ筺体側面内側に接触する側面
接触部は、前記カメラ筺体上面内側と前記カメラ筺体側面内側とが有する角度に沿うよう
に配設され、
更に前記カメラストラップの接続部は、前記カメラ筺体内部から前記カメラ筺体外部へと
突出可能なように配設される
ことを特徴とする請求項１に記載のカメラ。
【請求項３】
前記ストラップホルダーは、
前記２つの方向のうち、少なくとも１つの方向において、
前記カメラ筺体を構成する前記カバー部のうち、複数の前記カバー部と固定される
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のカメラ。
【請求項４】
前記ストラップホルダーは、
前記１つの方向において、
少なくとも一箇所、
前記カメラ筺体を構成する前記カバーのうち、複数の前記カバー部と１本のビスで共締め
にされることで固定される箇所を有する
ことを特徴とする請求項１乃至請求項３に記載のカメラ。
【請求項５】
前記ストラップホルダーは、
前記上面方向において前記トップカバー部と固定され、前記側面方向においては前記サイ
ドカバー部と前記フロントカバー部、及び前記サイドカバー部と前記リヤカバー部と固定
されることを特徴とする請求項１乃至請求項４に記載のカメラ。
【請求項６】
前記ストラップホルダーは、
前記上面方向において前記トップカバー部と前記フロントカバー部と固定され、前記側面
方向においては前記サイドカバー部と固定される
ことを特徴とする請求項１乃至請求項４に記載のカメラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、カメラ筺体等に設けられるストラップホルダーを有する撮像装置に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
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従来、カメラを吊り下げて持ち運びできるように、ストラップ取り付け用の金具（ストラ
ップホルダー）が設けられているカメラの構成が知られている。かかるストラップホルダ
ーには、カメラをストラップで吊り下げる場合や、カメラの落下により、ストラップホル
ダーが地面に衝突した場合など、様々な方向から様々な力がかかることが予想される。
【０００３】
かかるストラップホルダーには従来から、省スペース化や軽量化などの要請があった。
【０００４】
例えば、特許文献１では、かかるストラップホルダーの幅を小さくできる構成について開
示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－３３２３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、特許文献１に記載の発明では、横撮り姿勢のカメラを被写体側から見る状
態を正面としたとき、ストラップホルダーは横方向という１つの方向のみにしか固定され
ておらず、更には１つのパーツのみにしか固定されていない。
【０００７】
また、特許文献１に記載の発明では、ストラップホルダーを上下方向に延びる補強板に固
定して、負荷をカメラの上端部と下端部に分散させているが、これでは上下方向に延びる
補強板の分、重量が重くなる。
【０００８】
本発明は、上述の状況に鑑みてなされたものであり、ストラップホルダーを複数の方向か
らの力に対応するように複数の方向に固定される構造とすることができ、複数のパーツに
固定される構造とすることができるカメラを提供することを目的とし、また更に、ストラ
ップホルダーのカメラに対する支持部が小さく軽く構成されたカメラを提供することを目
的する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
そこで、上記課題を解決するため、第１の発明は、
上面にトップカバー部を有し、
側面にサイドカバー部を有し、
正面にフロントカバー部を有し、
背面にリヤカバー部を有するカメラ筺体と、
カメラストラップを接続するためのストラップホルダーを有し、
前記ストラップホルダーは前記カメラの筺体に固定される際、前記上面に垂直な方向と前
記側面に垂直な方向の２つの方向に固定される
ことを特徴とするカメラとした。
【００１０】
また、第２の発明は、
前記ストラップホルダーは、
前記カメラ筺体上面内側に接触する上面接触部と、
前記カメラ筺体側面内側に接触する側面接触部と、
カメラストラップを接続可能なカメラストラップの接続部を有し、
前記カメラ筺体上面内側に接触する上面接触部と前記カメラ筺体側面内側に接触する側面
接触部は、前記カメラ筺体上面内側と前記カメラ筺体側面内側とが有する角度に沿うよう
に配設され、
更に前記カメラストラップの接続部は、前記カメラ筺体内部から前記カメラ筺体外部へと



(4) JP 2015-219391 A 2015.12.7

10

20

30

40

50

突出可能なように配設される
ことを特徴とする請求項１に記載のカメラとした。
【００１１】
また、第３の発明は、
前記ストラップホルダーは、
前記２つの方向のうち、少なくとも１つの方向において、
前記カメラ筺体を構成する前記カバー部のうち、複数の前記カバー部と固定される
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のカメラとした。
【００１２】
また、第４の発明は、
前記ストラップホルダーは、
前記１つの方向において、
少なくとも一箇所、
前記カメラ筺体を構成する前記カバーのうち、複数の前記カバー部と１本のビスで共締め
にされることで固定される箇所を有する
ことを特徴とする請求項１乃至請求項３に記載のカメラとした。
【００１３】
また、第５の発明は、
前記ストラップホルダーは、
上面方向において前記トップカバー部と固定され、側面方向においては前記サイドカバー
部と前記フロントカバー部、及び前記サイドカバー部と前記リヤカバー部と固定されるこ
とを特徴とする請求項１乃至請求項４に記載のカメラとした。
【００１４】
また、第６の発明は、
前記ストラップホルダーは、
上面方向において前記トップカバー部と前記フロントカバー部と固定され、側面方向にお
いては前記サイドカバー部と固定される
ことを特徴とする請求項１乃至請求項４に記載のカメラとした。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明のカメラの分解斜視図
【図２】第１ストラップホルダーの拡大図
【図３】本発明のカメラにおける第１ストラップホルダー部分の前後左右方向の分解斜視
図
【図４】本発明のカメラにおける第１ストラップホルダー部分の上下方向の分解斜視図
【図５】第２ストラップホルダーの拡大図
【図６】本発明のカメラにおける第２ストラップホルダー部分の左右方向の分解斜視図
【図７】本発明のカメラにおける第２ストラップホルダー部分の上下方向の分解斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
以下に本発明のストラップホルダーの実施例について、図１乃至図７に基づいて説明する
。図１はカメラ全体の分解斜視図、図２は第１ストラップホルダーの拡大図、図３と図４
は第１ストラップホルダー部分の分解斜視図、図５は第２ストラップホルダーの拡大図、
図６と図７は第２ストラップ部分の分解斜視図である。
【００１７】
以下、図１を用いて実施例１のカメラの構成について説明する。本発明のデジタルカメラ
は、結像光学系を構成するレンズユニット１と、カメラ筺体を構成するフロントカバー２
と、第１サイドカバー３と、第２サイドカバー４と、トップカバー５と、ボトムカバー６
と、リヤカバー７から構成されるカメラ筺体に包み込まれる形で構成される、撮像素子や
画像処理エンジンを有するカメラ内部ユニット８と、カメラストラップを取り付けるため
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の第１ストラップホルダー９と、第２ストラップホルダー１０とを備える。また、本発明
においては、横撮り姿勢のカメラを被写体側から見る状態を基準として、フロントカバー
２側を前、リヤカバー７側を後、第１サイドカバー３側を右、第２サイドカバー４側を左
、トップカバー５側を上、ボトムカバー６側を下と呼ぶものとする。
【００１８】
カメラ筺体を構成するフロントカバー２は、フロントカバー２と第１のサイドカバー３と
を固定し、また、第１ストラップホルダー９を右側から左に向かって固定するフロントカ
バー締結穴ａ２１と、第２ストラップホルダー１０を下側から上に向かって固定する第２
フロントカバー締結穴ｂ２０１とを有する。第１ストラップホルダー締結穴２１と第２ス
トラップホルダー締結穴２０１にはそれぞれ、第１サイドカバービスａ９０１と、第２サ
イドカバービスｂ１００１が挿通する。
【００１９】
カメラ筺体を構成する第１サイドカバー３は、第１サイドカバー３とフロントカバー２と
を固定し、また、第１ストラップホルダー９を右側から左に向かって固定する第１サイド
カバー締結穴ａ３１と、第１サイドカバー３とリヤカバー７とを固定し、また、第１スト
ラップホルダー９を右側から左に向かって固定する第１サイドカバー締結穴ｂ３２を有す
る。第１サイドカバー締結穴ａ３１と第１サイドカバー締結穴ｂ３２にはそれぞれ、第１
サイドカバービスａ９０１と第１サイドカバービスｂ９０２が挿通する。
【００２０】
カメラ筺体を構成する第２サイドカバー４は、第２ストラップホルダー１０を左側から右
に向かって固定する、図１においては不図示の第２サイドカバー締結穴４３を有する。第
２サイドカバー締結穴４３には図１においては不図示のサイドカバービス１００３が挿通
する。
【００２１】
カメラ筺体を構成するリヤカバー７は、第１ストラップホルダー９を右側から左に向かっ
て固定するリヤカバー締結穴７２を有する。リヤカバー締結穴７２には、第１サイドカバ
ービスｂ９０２が挿通する。
【００２２】
カメラ筺体を構成するトップカバー５は、第１ストラップホルダー９を下側から上に向か
って固定する図１においては不図示の第１トップカバー締結穴５３と、第２ストラップホ
ルダー１０を下側から上に向かって固定する図１においては不図示の第２トップカバー締
結穴ａ５１と第２トップカバー締結穴ｂ５２を有する。第１トップカバー締結穴５３と、
第２トップカバー締結穴ａ５１と第２トップカバー締結穴ｂ５２にはそれぞれ、図１にお
いては不図示の第１トップカバービス９０３と第２サイドカバービスａ１００１と第２サ
イドカバービスｂ１００２が挿通する。
【００２３】
次に、図２を用いて、第１ストラップホルダー９の形状について説明する。第１ストラッ
プホルダー９には、カメラ筺体上面内側に接触する第１ストラップホルダー上面接触部９
４に、第１ストラップホルダーカメラ筺体側面内側に接触する第１ストラップホルダー側
面接触部９５が略直角に配設される形状とされることで、右側から左へ向かう方向と、下
側から上へ向かう方向の２つの方向に固定が可能となる。そして、第１ストラップホルダ
ー側面接触部９５に第１ストラップホルダー９を右側から左に向かって固定するための第
１ストラップホルダー締結穴ａ９１と第１ストラップホルダー締結穴ｂ９２と、第１スト
ラップホルダー上面接触部９４に、第１ストラップホルダー９を下側から上に向かって固
定するための第１ストラップホルダー締結穴ｃ９３が備えられている。また、第１ストラ
ップホルダー９は、カメラ筺体の外側に突出するように構成された、カメラストラップを
取り付けるための第１ストラップホルダー接続部９６を有する。
【００２４】
次に、図３と図４を用いて第１ストラップホルダー９の組み付けについて説明する。図３
は本発明のカメラにおける第１ストラップホルダー部分の第１の分解斜視図である。図３
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においては、第１のストラップホルダーの右側から左に向かっての組み付けが分かるよう
、左右及び上下方向に分解されている。図３から分かるように、第１ストラップホルダー
９は右側から左に向かって固定されるにあたり、手前（フロントカバー２側）と奥（リヤ
カバー７側）の２カ所で固定されている。手前は内側から第１ストラップホルダー締結穴
ａ９１、フロントカバー締結穴ａ２１、サイドカバー締結穴ａ３１の順に重なり、最後に
外側から第１サイドカバービスａ９０１によって右側から左に向かって固定されている。
一方奥は、内側から第１ストラップホルダー締結穴ｂ９２、リヤカバー締結穴ｂ７２、第
１サイドカバー穴ｂ３２の順に重なり、最後に外側から第１サイドカバービスｂ９０２に
よって右側から左に向かって固定されている。
【００２５】
次に、図４を用いて第１ストラップホルダー９の組み付けについて説明する。図４は本発
明のカメラにおける第１ストラップホルダー部分の第２の分解斜視図である。図４におい
ては、第１のストラップホルダー９の下側から上に向かっての組み付けが分かるよう、上
下方向に分解されている。図４から分かるように、第１ストラップホルダー９は筺体内部
において、トップカバー締結穴ｃ５３と、第１ストラップホルダー締結穴ｃ９３とが第１
トップカバービス９０３によって固定されている。
【００２６】
図２と図３と図４から分かる通り、第１ストラップホルダー９は第１ストラップホルダー
上面接触部９４に、第１ストラップホルダー側面接触部９５が略直角に配設される形状と
されることで、左側から右へ向かう方向と、下側から上へ向かう方向の２つの方向に固定
可能になっている。これにより、ストラップホルダーを上下方向と左右方向という複数の
方向からの力に対応可能な構造とすることができる。また、第１ストラップホルダー９は
、トップカバー５、第１サイドカバー３、フロントカバー２、リヤカバー７とネジ留めに
よって締結されているため、各パーツを導通させるための板金部品を設ける必要がなくな
り、重量を削減することができる。結果、本実施例の構成ならば、ストラップホルダーを
複数の方向から複数のパーツに固定される構造とすることができ、また、ストラップホル
ダーのカメラに対する支持部が小さく軽く構成されたカメラを提供することができる。か
かる支持部とは、ストップホルダー全体のうち、接続部以外の部分を指す。なお、ここに
いう略垂直の略は誤差を示す。
【００２７】
次に、図５を用いて、第２ストラップホルダー１０の形状について説明する。第２ストラ
ップホルダー１０には、カメラ筺体上面内側に接触する第２ストラップホルダー上面接触
部１０４に、カメラ筺体側面内側に接触する第２ストラップホルダー側面接触部１０５が
略直角に配設される形状とされることで、左側から右へ向かう方向と、下側から上へ向か
う方向の２つの方向に固定が可能となる。そして、第２ストラップホルダー側面接触部１
０５には第２ストラップホルダー１０を左側から右に向かって固定するための第２ストラ
ップホルダー締結穴ｃ１０３が備えられ、第２ストラップホルダー上面接触部１０４には
、トップカバー５とフロントカバー２に、第２ストラップホルダー１０を下側から上に向
かって固定するための第２ストラップホルダー締結穴ａ１０１と、トップカバー５に第２
ストラップホルダー１０を下側から上に向かって固定するための第２ストラップホルダー
締結穴ｂ１０２が備えられている。また、第２ストラップホルダー１０は、カメラ筺体の
外側に突出するように構成された、カメラストラップを取り付けるための第２ストラップ
ホルダー接続部１０６を有する。
【００２８】
次に、図６と図７を用いて第２ストラップホルダー１０の組み付けについて説明する。図
６は本発明のカメラにおける第２ストラップホルダー１０部分の第１の分解斜視図である
。図６においては、第２ストラップホルダー１０の左側から右に向かっての組み付けが分
かるよう、左右方向に分解されている。図６から分かるように、第２ストラップホルダー
１０は内側から、第２ストラップホルダー締結穴ｃ１０３、第２サイドカバー締結穴ｃ４
３の順に重なり、最後に外側から第２サイドカバービスｃ１００３によって左側から右に
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向かって固定される。
【００２９】
次に、図７を用いて第２ストラップホルダー１０の組み付けについて説明する。図７は本
発明のカメラにおける第２ストラップホルダー部分の第２の分解斜視図である。図７にお
いては、第２ストラップホルダー１０の下側から上に向かっての組み付けが分かるよう、
上下方向に分解されている。図７から分かるように、第２ストラップホルダー１０は下側
から上に向かって固定されるにあたり、手前（フロントカバー２側）と奥（リヤカバー７
側）の２カ所で固定されている。手前は内側から、第２サイドカバービスａ１００１によ
り、第２ストラップホルダー穴ａ１０１、フロントカバー締結穴ｂ２０１、トップカバー
締結穴ａ５１の順に重なり、下側から上に向かって固定される。一方奥は内側から、第２
サイドカバービスｂ１００２により、第２ストラップホルダー締結穴ｂ１０２、トップカ
バー締結穴ｂ５２の順に重なり、下側から上に向かって固定される。
【００３０】
図５と図６と図７から分かる通り、第２ストラップホルダー１０は第２ストラップホルダ
ー上面接触部１０４に、第２ストラップホルダー側面接触部１０５が略直角に配設される
形状とされることで、左側から右へ向かう方向と、下側から上へ向かう方向の２つの方向
に固定することが可能となる。これにより、ストラップホルダーを上下方向と左右方向と
いう複数の方向からの力に対応可能な構造とすることができる。また、第２ストラップホ
ルダー１０は、トップカバー５、第２サイドカバー４、フロントカバー２と固定されてい
るため、各パーツを導通させるための板金部品を設ける必要がなくなり、重量を削減する
ことができる。結果、本実施例の構成ならば、ストラップホルダーを複数の方向から複数
のパーツに固定される構造とすることができ、また、ストラップホルダーのカメラに対す
る支持部が小さく軽く構成されたカメラを提供することができる。かかる支持部とは、ス
トップホルダー全体のうち、接続部以外の部分を指す。なお、ここにいう略垂直の略は誤
差を示す。
【００３１】
また、本実施例では光学系が一体となったカメラを想定しているが、例えばレンズ交換可
能なデジタルカメラにおいても同様に本発明を実施することができる。
【符号の説明】
【００３２】
１　レンズユニット
２　フロントカバー
３　第１サイドカバー
４　第２サイドカバー
５　トップカバー
６　ボトムカバー
７　リヤカバー
８　内部ユニット
９　第１ストラップホルダー
１０　第２ストラップホルダー
２１　第１フロントカバー締結穴ａ
２０１　第２フロントカバー締結穴ｂ
３１　第１サイドカバー締結穴ａ
３２　第１サイドカバー締結穴ｂ
４３　第２サイドカバー締結穴
５１　第２トップカバー締結穴ａ
５２　第２トップカバー締結穴ｂ
５３　第１トップカバー締結穴
７２　リヤカバー締結穴
９１　第１ストラップホルダー締結穴ａ
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９２　第１ストラップホルダー締結穴ｂ
９３　第１ストラップホルダー締結穴ｃ
９４　第１ストラップホルダー上面接触部
９５　第１ストラップホルダー側面接触部
９６　第１ストラップホルダー接続部
１０１　第２ストラップホルダー締結穴ａ
１０２　第２ストラップホルダー締結穴ｂ
１０３　第２ストラップホルダー締結穴ｃ
１０４　第２ストラップホルダー上面接触部
１０５　第２ストラップホルダー側面接触部
１０６　第２ストラップホルダー接続部
９０１　第１サイドカバービスａ
９０２　第１サイドカバービスｂ
９０３　第１トップカバービス
１００１　第２サイドカバービスａ
１００２　第２サイドカバービスｂ
１００３　第２サイドカバービス

【図１】

【図２】

【図３】
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